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市
で
は
、
森
野
二
丁
目
へ
の
本
庁
舎
移
転
に
向
け
、
町
田
市
庁
舎
問
題
検

討
委
員
会
（
市
長
の
附
属
機
関
と
し
て
２
０
０
４
年
３
月
ま
で
設
置
・
学
識

経
験
者
や
各
種
団
体
代
表
、
公
募
市
民
等
で
構
成
）
の
最
終
報
告
書
を
も
と

に
、
町
田
市
新
庁
舎
建
設
基
本
構
想
を
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

今
後
、
こ
の
基
本
構
想
を
ふ
ま
え
て
、
さ
ら
に
具
体
的
検
討
を
重
ね
、
新

庁
舎
の
基
本
設
計
を
行
う
際
に
指
針
と
な
る
新
庁
舎
建
設
基
本
計
画
を
策
定

し
ま
す
。
こ
の
基
本
計
画
策
定
に
向
け
て
は
、
市
民
意
見
の
反
映
、
市
民
参

加
の
一
環
と
し
て
、
市
民
部
会
を
設
置
し
ま
す
。

　

市
民
部
会
へ
の
参
加
方
法
は
、
第
２
面
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

第１４０２号

第

２
部�

21／�6年�２００４�
（平成１６年）�

��

　

現
庁
舎
は
、
１
９
７
０
年
に
建
設
さ

れ
て
以
来　

年
を
経
過
し
て
、
さ
ま
ざ

３４

ま
な
問
題
を
抱
え
る
に
至
っ
て
い
ま

す
。

　

主
な
問
題
点
は
、
①
地
震
に
対
し
て

危
険
で
あ
る
こ
と
、
②
庁
舎
の
分
散
、

狭
あ
い
に
加
え
、
③
設
備
が
老
朽
化

し
、
Ｉ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
化
へ
の

対
応
が
難
し
い
こ
と
、
④
将
来
的
な
行

政
と
市
民
と
の
「
協
働
・
共
治
」
の
方

向
に
対
し
て
現
庁
舎
で
は
対
応
が
困
難

で
あ
る
こ
と
、
の
４
つ
に
集
約
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
と
り
わ
け
、
地
震
の

危
険
に
対
処
し
、
庁
舎
が
防
災
・
災
害

復
興
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ

と
は
も
っ
と
も
重
要
で
あ
り
、
急
が
れ

る
課
題
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
を
克
服
す
る
た

め
、
こ
れ
ま
で
、
現
庁
舎
敷
地
で
の
建

替
え
や
移
転
も
選
択
肢
に
入
れ
た
さ
ま

ざ
ま
な
建
替
え
案
が
検
討
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
現
庁
舎
問
題
に
抜
本

的
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
森
野
二
丁

目
用
地
に
移
転
し
、
建
替
え
る
案
が
、

最
も
優
位
性
を
備
え
て
い
る
と
の
結
論

に
至
り
、
こ
の
案
が
２
０
０
４
年
３
月

議
会
に
お
い
て
可
決
さ
れ
て
い
ま
す
。

あ
り
方
を
は
じ
め
、
市
民
と
行
政
の
協

働
な
ど
市
民
・
議
会
・
行
政
の
関
係
の

あ
り
方
、
さ
ら
に
は
中
心
市
街
地
の
将

来
構
造
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら

す
根
幹
的
な
事
業
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
施
設
建
設
の
側
面
の
み
な
ら
ず
、

行
政
経
営
全
般
を
視
野
に
入
れ
た
幅
広

い
検
討
を
加
え
、
そ
れ
ら
の
結
果
と
し

て
新
庁
舎
の
計
画
内
容
が
固
め
ら
れ
る

こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。
現
在
、
町

田
市
で
は
、
市
の
将
来
の
方
向
性
を
定

め
た
「
町
田
市
基
本
構
想
・
基
本
計

画
」
や
「
新
・
町
田
市
行
財
政
改
革
プ

ラ
ン
」
な
ど
、
前
提
と
な
る
諸
構
想
・

計
画
の
策
定
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

新
庁
舎
建
設
基
本
構
想
で
は
、
こ
れ
ら

を
ふ
ま
え
て
「
新
庁
舎
建
設
の
基
本
的

考
え
方
」
を
設
定
し
、
さ
ら
に
こ
の
考

え
方
を
も
と
に
、
実
現
す
べ
き
「
新
庁

舎
の
役
割
と
機
能
」
を
整
理
し
て
図
１

の
よ
う
に
ま
と
め
ま
し
た
。

基本的考え方�

市民にひらかれた行政運営の場としての庁舎�

将来を見据えた柔軟で効率的な行政運営の場としての庁舎�

交流・連携し、協働できるまちのセンターとしての庁舎�

市民の納得度と満足�
度の高い庁舎を実現�

○ユニバーサルデザインを実現　　○環境の持続性と健康に配慮した庁舎�
○災害等への安全・安心を確保した庁舎　○高度情報化社会に対応できる庁舎�
○美しい街並みの実現に貢献�

○市民に便利なワンストップサービスを導入  ○市民との協働スペースを確保�
○開庁時間に柔軟に対応できる庁舎　○情報提供サービス機能を充実�
○本庁舎と市民センターとの適切な役割分担と連携�

○庁舎の諸機能の適切な配置　○将来の使い方の変化に柔軟に対応できる庁舎�
○合理的な維持管理や改修が行える庁舎　○長寿命を実現できる庁舎�

○街並みをリードする庁舎を実現　○安全で快適に来庁できるアクセス路�
を整備　○周辺環境に配慮した庁舎を実現　○総合的な検討をふまえて駐�
車場・駐輪場を整備�

○中町地域、森野地域のまちづくりのあり方を検討�

新庁舎建設までの�
準備期間を活用�

○建設費用、維持管理費用を削減�
○費用の節減とより良い施設を実現できる発注方法を採用�
○公正で納得の得られる設計者、施工者を選定�

○現庁舎においてもできるだけ必要な機能を改善�

今
後
の
社
会
と
環
境
に
求
め
ら
れ
る
理
念
を
実
現�

周
辺
の
街
の
発
展
に
貢
献�

新庁舎の役割と機能�
21世紀の社会と環境に求められる機能とデザインを実現した庁舎�

便利で使いやすく気軽に立ち寄れる庁舎�

諸機能が適切に配置され将来の変化に柔軟に対応できる庁舎�

市民に親しまれる庁舎�

まちづくりに貢献する庁舎�

新
庁
舎
建
設
基
本
構
想
（
概
要
）

　

同
用
地
は
、
町
田

バ
ス
セ
ン
タ
ー
か
ら

約
５
０
０
ｍ
の
距
離

に
位
置
し
、
鉄
道
駅

を
含
め
た
交
通
タ
ー

ミ
ナ
ル
か
ら
徒
歩
で

ア
ク
セ
ス
で
き
ま

す
。

　

ま
た
、
土
地
面
積

が
現
庁
舎
敷
地
に
比

べ
て
格
段
に
広
い
た

め
、
設
計
の
自
由
度

の
高
さ
を
生
か
し
た

施
設
、
十
分
な
駐
車

場
や
緑
地
を
確
保
し

た
施
設
と
す
る
こ
と

が
可
能
で
す
。

（
第
２
面
に
続
く
）

料金受取人払�

郵便はがき�

町 田 局�
承　　認�

75

1 9 4 8 7 0 1

差出有効期間�
平成16年 7 月�
31日まで�
（切手不要）�

氏名�

住所�

電話�

性別�

年齢�

男　・　女�

歳�

どちらかに○� 市民部会�
に応募�

●�
アイデア・�
提案のみ�

（〒　　　－　　　　）�

（受付印）�

町田市中町一丁目20番23号�

町田市役所企画部企画調整課�
　　　新庁舎担当　行�

キ
リ
ト
リ

�

キ
リ
ト
リ

�

図１　新庁舎建設の基本的考え方

応募はがき�

新庁舎建設基本計画策定に向け
市民部会員を募集します
詳細については、第２面をご覧下さい

新
庁
舎
建
設
の
背
景

１.

新
庁
舎
建
設
の
基
本
的
考
え
方

２.

新
庁
舎
の
位
置

３.
　

新
庁
舎
の
建
設
地
は
、
２
０
０
４
年

３
月
議
会
で
可
決
さ
れ
た
「
市
役
所
の

位
置
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
条
例
」
に
基
づ
き
、
森
野
二
丁

目
９
３
９
番
１
の
用
地
と
し
ま
す
（
図

２
）。

小
田
急
線
町
田
駅

至
新
宿

　

新
庁
舎
建
設
は
、
町
田
市
の
将
来
の

図２　新庁舎建設地の位置

庁舎建設用地�
約18,000㎡�

現庁舎敷地�
約8,800㎡�

小
田
急
線
町
田
駅

小
田
急
線
町
田
駅

至
新
宿

至
新
宿

ＪＲ町田駅

ＪＲ町田駅
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表２　新庁舎建設費用とその財源

（
第
１
面
か
ら
続
く
）

　

新
庁
舎
の
規
模
を
想
定
す
る
た
め
の

基
礎
と
な
る
判
断
指
標
は
将
来
の
職
員

数
と
な
り
ま
す
。
現
在
、
「
第
三
次

町
田
市
定
員
管
理
計
画
」
に
お
い
て
、

「
新
・
行
財
政
改
革
プ
ラ
ン
」
に
基
づ

き
職
員
数
を
削
減
す
る
計
画
が
策
定
さ

新
庁
舎
の
規
模

４.

　

表
１
で
想
定
し
た
庁
舎
規
模
を
前
提

に
お
い
て
、
新
庁
舎
の
建
設
費
と
そ
の

財
源
を
検
討
す
る
と
、
表
２
の
と
お
り

と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
建
設
に
か
か
る
費
用
を
は
じ

め
資
金
の
調
達
方
法
、
将
来
的
財
政
予

測
等
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
詳
細
な
検
討

を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
す
と
と

も
に
、
判
断
の
指
針
や
基
準
を
示
す
情

報
を
市
民
に
公
開
し
、
市
民
の
理
解
を

得
な
が
ら
検
討
を
進
め
て
行
き
ま
す
。

建
設
費
と
そ
の
財
源

５.

（
１
）
事
業
手
法

　

庁
舎
建
設
を
実
現
す
る
た
め
の
事
業

手
法
に
つ
い
て
は
、
積
立
金
と
一
般
財

源
か
ら
な
る
自
己
資
金
と
防
衛
施
設
庁

等
か
ら
の
補
助
金
、
地
方
債
を
財
源
と

し
て
建
設
す
る
手
法
を
想
定
し
て
い
ま

す
が
、
一
方
、
近
年
、
公
共
施
設
等
の

設
計
・
建
設
か
ら
維
持
管
理
・
運
営
に

い
た
る
一
連
の
業
務
を
、
民
間
の
資
金

・
経
営
能
力
・
技
術
的
能
力
を
活
用
し

て
行
う
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
の
導
入
例
が
生
ま

れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
新
し
い
手
法

の
導
入
可
能
性
に
つ
い
て
も
今
後
検
討

し
、
先
行
類
似
事
例
の
状
況
な
ど
総
合

的
な
視
点
か
ら
、
最
適
な
庁
舎
建
設
及

び
維
持
管
理
・
運
営
の
事
業
手
法
を
選

択
し
ま
す
。

　

ま
た
、
設
計
、
施
工
に
関
す
る
事
業

者
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
選
定
方
針
や

選
定
過
程
に
お
い
て
専
門
家
お
よ
び
市

実
現
方
法

６.

民
の
意
向
を
反
映
で
き
る
公
開
性
、
透

明
性
の
高
い
方
式
を
採
用
し
ま
す
。

（
２
）
計
画
及
び
建
設
手
順

　

事
業
手
法
の
選
択
に
よ
っ
て
今
後
の

計
画
及
び
建
設
手
順
は
異
な
り
ま
す

が
、
現
段
階
で
想
定
し
て
い
る
手
法
に

沿
っ
て
事
業
を
進
め
る
場
合
、
図
３
の

よ
う
な
手
順
と
な
り
ま
す
。

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
計
画
に
よ
る
将
来

の
職
員
数
を
も
と
に
、
総
務
省
の
「
庁

舎
標
準
面
積
算
定
基
準
」
に
従
っ
て
算

出
す
る
と
庁
舎
の
事
務
室
等
面
積
は
表

１
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
庁

舎
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
具
体

的
な
検
討
に
基
づ
い
て
精
査
し
、
そ
の

結
果
に
し
た
が
っ
て
順
次
見
直
し
を
図

っ
た
上
で
確
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

新
庁
舎
計
画
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て

は
、
議
会
・
行
政
の
考
え
方
を
、
速
や

か
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
市
民
に
伝

え
、
理
解
を
共
有
し
深
め
る
こ
と
が
重

要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
計
画
の

具
体
化
に
あ
た
っ
て
は
次
に
示
し
た
基

本
姿
勢
で
臨
み
ま
す
。

①
市
民
・
議
会
・
行
政
の
理
解
を
共
有

で
き
る
検
討
体
制
を
整
備

②
市
民
参
加
の
多
様
な
方
法
を
検
討

③
市
の
基
本
構
想
を
具
体
化
で
き
る
庁

舎
を
実
現

今
後
の
検
討
の
進
め
方

７.

基
本
計
画
策
定�

�

基

本

設

計

�

�

実

施

設

計

�

�

申
請
手
続
・
業
者
選
定�

�

新
庁
舎
建
設
工
事�

�

新
庁
舎
開
庁�

　

新
庁
舎
建
設
基
本
構
想
の
全
文
は
、

企
画
調
整
課
、
市
政
情
報
や
ま
び
こ
、

各
市
民
セ
ン
タ
ー
で
配
布
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

□問
 

企
画
調
整
課
11
７
２
４
・
２
１
０
３

　市では新庁舎建設に向けて、市民のみなさま
からのアイデアや提案を募集しています。手紙、
ファックス、電子メール（町田市ホームページの
「市政情報」→「新庁舎計画」からアクセスでき
ます）でお寄せください。右の応募はがきもご利
用いただけます（７月３１日まで）。応募はがきをご
利用の際は、スペースを自由にご活用ください。
　お寄せいただいたアイデアや提案は、今後建設
計画を進めていく際の参考資料とさせていただき
ます。
【送付先】
〒１９４－８５２０　町田市中町１－２０－２３
町田市役所企画部企画調整課新庁舎担当
ファックス番号７２４・３０７２

図３　新庁舎開庁までの手順

　

　
応募はがきでご応募ください応募はがきでご応募ください

【活動内容】
　新庁舎建設基本計画策定委員会市民部会は、各種団体代表と公募市民
で構成され、テーマごとに３つの分科会（各１０名）に分かれて検討し、
分科会ごとに検討結果を市民案として作成します。第１回目の会議は７
月３１日（土）の午前１０時から（場所：本庁舎地下１階特別会議室）の開
催を予定しています。その後は概ね２週間に一度、原則として土曜日に
開催し、全９回開催の予定です。
　分科会は以下の３つです。
①施設分科会
　＜検討事項例＞
「ユニバーサルデザインを実現するには」「災害等への安全・安心
を確保した庁舎とするには」「高度情報化社会に対応できる庁舎と
するには」など

②市民利用分科会
　＜検討事項例＞
「市民に便利なワンストップサービスを導入するには」「市民との
協働スペースを確保するには」「開庁時間に柔軟に対応できる庁舎
とするには」など

③まちづくり分科会
　＜検討事項例＞
「街並みをリードする庁舎を実現するには」「安全で快適に来庁で
きるアクセス路を整備するには」「周辺環境に配慮した庁舎とする
には」など

【募集内容】
対　　象　市内在住で１８歳以上の方
募集人員　一つの分科会につき５名以内
委嘱期間　２００４年７月から２００４年１２月まで
謝　　礼　１回につき３，０００円

【応募方法】
　「応募はがき」でご応募ください。下のはがき（切手不要）を切り取
り、氏名、住所、電話番号、性別、年齢と、（１）参加を希望する分科会
名、（２）参加を希望する理由、（３）提案したいこと、をご記入いただ
き、７月５日（月）（消印有効）までに企画部企画調整課新庁舎担当ま
でお送りください。

【選考方法】
　分科会ごとに、応募はがきの内容をもとに選考します。
【選考結果】
　７月２３日（金）までに、応募者全員に文書にてお知らせします。
【特記事項】
○この会議は、公開で行われます。
○お送りいただいた応募はがきは、個人を特定できる部分を除き、公開
される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

内　容項　　　目
 ４２万人推 計 人 口

算定基準 １，３００人本庁職員数
　 ３６人議会議員数
３３，０００㎡事 務 室 等

想定される
庁舎規模 １，５００㎡防災センター及び

市民利用施設
５，０００㎡地下駐車場

表１　想定される庁舎規模

建 設 費 用 の 財 源建　　設　　費　　用

調達額財　　　源費　用費　　　目

 ５２億円積　立　金
１５０億円工事費（外構工事費を含む）

 ２０億円防衛施設庁等からの補助金

 ８７億円地　方　債
 １８億円設計監理費、移転費ほか

　９億円一 般 財 源

１６８億円合　　　計１６８億円合　　　計

①施設　②市民利用　③まちづくり�
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